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(54)【発明の名称】 表示装置の製造方法、表示装置及び液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  薄膜デバイス等からなる素子の確実な転写を
図ると共に、その生産性も高めることができる表示装置
とその製造方法を提供する。
【解決手段】素子形成基板１１上に薄膜トランジスタ素
子１２を密に配列した状態で形成し、それら薄膜トラン
ジスタ素子１２を密に配列した状態の一部を取り出した
複数個の組である素子ブロック１３ごとに表示装置基板
１４上に転写する。個々の素子をそれぞれ転写する場合
に比較して、その転写効率が高くなり、また転写される
単位のサイズも大きくなることから取扱いも容易とな
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  素子形成基板上に素子を密に配列した状
態で形成し、前記素子を前記密に配列した状態の一部を
取り出した複数個の組ごとに表示装置基板上に転写する
ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】  前記素子は発光素子、画素制御素子、光
電変換素子、圧電素子、薄膜トランジスタ素子、薄膜ダ
イオード素子、抵抗素子、スイッチング素子、微小磁気
素子、微小光学素子から選ばれた素子若しくはその部分
であることを特徴とする請求項１記載の表示装置の製造
方法。
【請求項３】  複数個の組ごとに前記表示装置基板上に
前記素子を転写した後、前記素子に電気的に接続する配
線層を形成することを特徴とする請求項１記載の表示装
置の製造方法。
【請求項４】  前記素子に電気的に接続する配線層の少
なくとも一部は隣接する前記素子間で共通の配線層とさ
れることを特徴とする請求項１記載の表示装置の製造方
法。
【請求項５】  前記素子は画素制御素子であり、複数個
の組ごとに前記表示装置基板上に前記画素制御素子を転
写する前若しくは後に、略矩形状の画素電極の少なくと
も一辺側で隣接する他の画素電極との間に配線層を介さ
ないパターンに各画素電極を形成することを特徴とする
請求項１記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】  前記画素制御素子は薄膜トランジスタ若
しくは薄膜ダイオードからなることを特徴とする請求項
５記載の表示装置の製造方法。
【請求項７】  複数個の組ごとの前記表示装置基板上へ
の前記素子の転写は、機械的は把持手段によって行われ
ることを特徴とする請求項１記載の表示装置の製造方
法。
【請求項８】  前記把持手段は真空吸着機構を有するこ
とを特徴とする請求項７記載の表示装置の製造方法。
【請求項９】  前記複数個の組ごとの前記表示装置基板
上への前記素子の転写によって、前記素子の組は該組ご
とに前記密に配列した状態よりも離間して配置されるこ
とを特徴とする請求項１記載の表示装置の製造方法。
【請求項１０】  前記素子の前記組の個数は二個または
それ以上であることを特徴とする請求項１記載の表示装
置の製造方法。
【請求項１１】  表示用素子がマトリクス状に配列され
た表示装置において、複数個の表示用素子からなる各組
の前記表示用素子は隣接して配置され、前記表示用素子
に電気的に接続する配線層の少なくとも一部は隣接する
前記表示用素子間で共通の配線層とされることを特徴と
する表示装置。
【請求項１２】  液晶材料を駆動するための画素電極が
マトリクス状に配列された液晶表示装置において、複数
個の画素制御素子からなる各組の前記画素制御素子は隣
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接して配置され、略矩形状の画素電極の少なくとも一辺
側で隣接する他の画素電極との間に配線層を介さないパ
ターンに各画素電極が形成されることを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項１３】  液晶材料を駆動するための画素電極が
マトリクス状に配列された液晶表示装置において、複数
個の画素制御素子からなる各組の前記画素制御素子は隣
接して配置され、前記画素制御素子に電気的に接続する
配線層の少なくとも一部は隣接する前記画素制御素子間
で共通の配線層とされることを特徴とする液晶表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜デバイスなど
からなる画素制御素子などの素子を基板上の所定の位置
に転写する表示装置の製造方法、複数個の表示用素子が
配された表示装置、及び薄膜デバイスなどからなる画素
制御素子を配設した液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置として、例えば薄膜トラン
ジスタ（TFT）の如き画素制御素子を表示用装置基板上
にマトリクス状に配列し、各画素制御素子に接続する配
線層を形成して所要の周辺回路から供給される液晶駆動
信号に基づき画像を表示するアクティブマトリクス型の
液晶表示装置が広く知られている。各画素制御素子はそ
れぞれ各画素ごとに形成された透明電極からなる画素電
極に接続され、その画素電極と対向する側の基板上に形
成された共通電極との間の電圧を変えることで基板間に
配列された液晶材料の配向状態を変えるように動作す
る。
【０００３】ところで、薄膜トランジスタ（TFT）の如
き画素制御素子は高温の熱処理を伴った半導体製造プロ
セスを用いて形成されるため、素子の形成精度はマスク
などのアライメントの精度などに大きく依存し、しかも
石英ガラス基板などの耐熱性の高い基板を用いて形成さ
れることが行われている。しかしながら、大きな面積に
亘って高精度に微細な素子を形成することは容易ではな
く、そのため、一旦素子形成用基板上に薄膜トランジス
タ（TFT）の如き画素制御素子を微細加工しながら形成
し、形成後の薄膜トランジスタを表示用基板上に転写す
る方法が検討されてきている。
【０００４】このような画素制御素子を表示用装置基板
に転写する方法としては、例えば、特開平１１－２６７
３４号公報に記載されるように、基板上に分離層を形成
してから薄膜デバイスを形成し、基板側からのレーザー
照射によって該分離層に剥離を生じさせる液晶表示装置
の製造方法が知られている。また、特開平１０－１７７
１８７号公報記載の技術においては、先ず、薄膜構造の
転写方法を用いて薄膜構造ブロックを転写体上に転写す
べき転写ブロックを形成し、転写ブロックごとに転写を
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行ってアクティブマトリクス型の液晶表示装置を製造す
る技術が開示されており、このような技術を用いること
で基板の選択の自由度を高めることができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述の転写法では、装
置として使用される基板の選択の自由度を高めることが
できるという利点がある。しかしながら、例えば、特開
平１１－２６７３４号公報に記載される技術では、素子
形成用基板から転写体上に薄膜デバイスが転写されて製
品としての装置が製造されるが、薄膜デバイスの素子形
成時のピッチが維持されたままに転写されることから、
大きな面積の液晶表示装置を形成する場合では、転写前
の素子形成基板の状態から大面積に素子を形成する必要
があり、その微細加工には限界がある。
【０００６】また、特開平１０－１７７１８７号公報記
載の技術では、複数の薄膜デバイスを有した転写ブロッ
クごと転写を行う方法であり、転写元の基板よりも大き
なサイズのアクティブマトリクス用基板に複数の薄膜デ
バイスをブロックごと転写することができる。しかし、
転写ブロック自体は画素電極までも同時に作りこんだ構
造をしているため、転写の前後ではブロック内での素子
間の間隔は維持されたままであり、やはり大面積の表示
装置を構成しようとする場合では、その面積に応じた微
細加工が必要となる。
【０００７】一方、これらの技術に対し、特開平１１－
１４２８７８号公報に記載される液晶表示装置の製造方
法においては、転写元の基板上に１／ｍ×１／ｎピッチ
で先ず薄膜トランジスタ素子を形成し、それら薄膜トラ
ンジスタ素子をｍ倍およびｎ倍にピッチを拡大させなが
ら転写する方法が記載されている。ところが、この特開
平１１－１４２８７８号公報開示の技術では、最終的に
は転写元の基板から液晶表示装置用の基板に選択的に転
写される際には、個々の薄膜トランジスタ素子ごとの転
写が行われ、しかも転写時に素子と転写元基板の間に介
在する分離膜に選択的に光を照射して結合力を弱めてい
ることから、その転写自体が容易でないという問題が生
ずる。さらに、薄膜トランジスタ素子の間を拡大するよ
うに転写しても、転写される単位は個々の素子ごとであ
ってその転写の精度がスループットを高くする上で重要
となり、１つの薄膜トランジスタ素子でも転写できなか
った場合では全体が不良品となることになる。
【０００８】そこで、本発明は、上述の技術的な課題に
鑑み、素子の確実な転写を図ると共に、その生産性も高
めることができる表示装置の製造方法と、その製造方法
によって製造される表示装置及び液晶表示装置の提供を
目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
め、本発明の表示装置の製造方法は、素子形成基板上に
素子を密に配列した状態で形成し、前記素子を前記密に

4
配列した状態の一部を取り出した複数個の組ごとに表示
装置基板上に転写することを特徴とする。この製造方法
において、前記素子は例えば、発光素子、画素制御素
子、光電変換素子、圧電素子、薄膜トランジスタ素子、
薄膜ダイオード素子、抵抗素子、スイッチング素子、微
小磁気素子、微小光学素子から選ばれた素子若しくはそ
の部分とすることができる。また、前記素子に電気的に
接続する配線層の少なくとも一部は隣接する前記素子間
で共通の配線層とすることができる。
【００１０】本発明の表示装置の製造方法によれば、複
数個の組ごとに素子を転写することで、個々の素子をそ
れぞれ転写する場合に比較して、その転写効率が高くな
り、また転写される単位のサイズも大きくなることから
取扱いも容易となる。複数個の組は前記密に配列した状
態の一部を取り出した構成であり、転写ブロックの如き
離間した構造を有していないため、大面積の表示装置を
構成しようとする場合に有利である。
【００１１】本発明の表示装置は、表示用素子がマトリ
クス状に配列された表示装置において、複数個の表示用
素子からなる各組の前記表示用素子は隣接して配置さ
れ、前記表示用素子に電気的に接続する配線層の少なく
とも一部は隣接する前記表示用素子間で共通の配線層と
されることを特徴とする。
【００１２】本発明の表示装置によれば、前記表示用素
子に電気的に接続する配線層の少なくとも一部は隣接す
る前記表示用素子間で共通の配線層とされ、一度に転写
される組内の表示用素子が配列されていても、配線層自
体の占有面積を小さくすることができる。
【００１３】また、本発明の液晶表示装置は、液晶材料
を駆動するための画素電極がマトリクス状に配列された
液晶表示装置において、複数個の画素制御素子からなる
各組の前記画素制御素子は隣接して配置され、略矩形状
の画素電極の少なくとも一辺側で隣接する他の画素電極
との間に配線層を介さないパターンに各画素電極を形成
されてなることを特徴とし、また、液晶材料を駆動する
ための画素電極がマトリクス状に配列された液晶表示装
置において、複数個の画素制御素子からなる各組の前記
画素制御素子は隣接して配置され、前記画素制御素子に
電気的に接続する配線層の少なくとも一部は隣接する前
記画素制御素子間で共通の配線層とされることを特徴と
する。
【００１４】複数個の画素制御素子からなる各組で画素
制御素子を隣接して配置することで、画素制御素子の位
置は複数個集まったように配列され、その結果、画素電
極を複数個の画素制御素子の位置以外の部分に個々の電
極面積を大きくしながら配設することができる。同時に
配線層を介さないパターンで画素電極同士を隣接させ、
或いは配線層の共通化によって、画素電極の面積を増大
させることができ、これら画素電極面積の増大の効果か
ら開口率を高め、鮮明な画像の表示が可能となる。
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【００１５】
【発明の実施の形態】図面を参照しながら、本実施形態
の表示装置の製造方法について説明する。図１から図４
は製造方法における平面図である。本実施形態は、薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）素子を画素制御素子とするアク
ティブマトリクス型の液晶表示装置の製造方法の例であ
り、４つの薄膜トランジスタ素子を１組として転写を行
う方法である。
【００１６】先ず、図１に示すように、転写元基板であ
る素子形成用基板１１上に画素制御素子である薄膜トラ
ンジスタ素子１２が形成される。素子形成用基板１１は
通常の半導体製造プロセスで用いられる例えばシリコン
基板などの半導体基板若しくはガラス基板上に絶縁膜を
形成した構造を有している。この素子形成基板１１上に
はマトリクス状に薄膜トランジスタ素子１２が密に配列
されて形成される。図１において、各薄膜トランジスタ
素子１２は正方形で示されているが、この正方形は各薄
膜トランジスタ素子１２が採り得る形状の一例に過ぎ
ず、後述するように画素電極の電位を変えて液晶を制御
できる構造であれば、その形状はどのようなものでも良
い。この時点では、素子形成用基板１１には画素電極と
なる透明電極などが形成されることはなく、従って、各
薄膜トランジスタ素子１２の間隔は素子間分離を図るこ
とができる距離であれば良い。
【００１７】各薄膜トランジスタ素子１２は、例えば、
図示をしないシリコン酸化膜などの絶縁膜上に薄い半導
体膜が形成され、その半導体膜上にゲート絶縁膜を介し
てゲート電極が形成された構造を有し、ゲート電極の下
部にチャネル領域が形成される共に該チャネル領域を挟
んでソース・ドレイン領域が半導体膜に形成される構造
を有する。回路上、ソース・ドレイン領域の一方は信号
線に接続され、ソース・ドレイン領域の他方は後述する
画素電極に接続される。
【００１８】各薄膜トランジスタ素子１２は、図１にお
いては、個々の素子１２がマトリクス状に配列されてい
るが、図２に示すように、次の剥離工程においては、４
つの薄膜トランジスタ素子１２が１つの組である素子ブ
ロック１３を構成し、この素子ブロック１３の単位での
素子形成基板１１からの剥離が行われる。１つの素子ブ
ロック１３を構成する４つの薄膜トランジスタ素子１２
は図１においてマトリクス状に配列された薄膜トランジ
スタ素子１２のうちの隣接する２行２列分の4個の薄膜
トランジスタ素子１２であり、それら隣接4個の薄膜ト
ランジスタ素子１２が１つの素子ブロック１３を構成す
る。
【００１９】なお、１つの素子ブロック１３には、４個
の薄膜トランジスタ素子１２が含まれるが、薄膜トラン
ジスタ素子１２同士の間は完全に素子分離していなくと
も良く、共通のソース（ドレイン）接続やゲート接続を
図るような構造であっても良い。例えば、図２における
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垂直方向で共通の電源線が使用される場合では、その電
源線と接続する端子は垂直方向で共通とすることでコン
タクト領域などの占有面積を減らすことができ、微細化
に有利であり、同様に、水平方向でも共通の信号線とす
ることで、例えばゲート電極とのコンタクト部分の数や
面積を減らすことができる。また、素子ブロック１３自
体は、４個の薄膜トランジスタ素子１２を支持する部材
や支持層を含む構成であっても良く、そのような支持層
や支持部材のない構成であって単に４個の薄膜トランジ
スタ素子１２の集合体であっても良い。
【００２０】これら４つの薄膜トランジスタ素子１２を
２行２列の状態で有する素子ブロック１３の剥離は、所
要の真空吸着などの機械的なチャッキング用治具を用い
ることもできるが、予め各薄膜トランジスタ素子１２と
素子形成用基板１１の間に分離膜若しくは剥離膜を形成
し、その分離膜の部分で４つの薄膜トランジスタ素子１
２を剥離するようにしても良い。その分離膜自体が薄膜
トランジスタ素子１２の２行２列の部分に対応してブロ
ックごとに予め切断されている構造や、分離膜自体が薄
膜トランジスタ素子１２のパターニング時に合わせてブ
ロックごとに切断される構造や、選択的なエネルギービ
ームの照射を利用してブロック単位の薄膜トランジスタ
素子１２と素子形成用基板１１の間に剥離を生じさせる
ような構造であっても良い。さらに、素子ブロック１３
の剥離方法として、分離膜等を使用する方法と、機械的
な剥離法と、選択照射などの方法の組み合わせであって
も良い。また、レーザーアブレーションによって素子の
剥離を行うようにすることもできる。
【００２１】この剥離工程で重要な点は、選択的に素子
形成用基板１１から剥離されるのが、１つのブロック単
位を構成する４つの薄膜トランジスタ素子１２ごとであ
ることであり、選択的に素子形成用基板１１から剥離さ
れる範囲は素子ごとの場合に比べて4倍になることか
ら、その取り扱いが容易でなり、歩留まりの向上に寄与
する。また、素子を１つ１つ剥離して転写する場合に比
べて、一括して4個の薄膜トランジスタ素子１２が転写
されるため、その転写効率は4倍となる。
【００２２】素子形成用基板１１から素子ブロック１３
の剥離は、例えばブロックごとに順次進める方法や、転
写元基板と転写先基板を対峙させた上で対応する位置の
複数の素子ブロックを一度に剥離若しくは転写する方法
が挙げられる。また、図３に示すように、素子形成用基
板１１から直接液晶表示装置の表示装置基板１４に転写
することも可能であるが、一旦、一時保持用基板に転写
して、再度一時保持用基板から表示装置基板１４に転写
することも可能である。
【００２３】図３は転写後の素子ブロック１３の配置を
示している。図３に示すように、表示装置基板１４上
で、薄膜トランジスタ素子１２の素子ブロック１３は該
素子ブロック１３ごとに素子形成用基板１１上の密に配
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7
列した状態よりも離間して配置される。すなわち、転写
前の状態（図１、図２参照）では、薄膜トランジスタ素
子１２の密に配列された状態を反映して、素子ブロック
１３も密な状態とされるが、図３に示すように、転写後
では、素子ブロック１３同士の間隔は拡大したものとな
る。この素子ブロック１３同士の間隔は、その広げられ
た部分に形成される画素電極の大きさに対応する。その
一方で、素子ブロック１３内の各薄膜トランジスタ素子
１２は一体的に転写されることから、各薄膜トランジス
タ素子１２同士の間隔は変動しない。このため隣接する
素子の間で共通のコンタクトを取る場合に極めて有利で
ある。
【００２４】４つの薄膜トランジスタ素子１２を有した
素子ブロック１３の周囲には、図４に示すように、画素
電極１５が各薄膜トランジスタ素子１２に対応して形成
されている。画素電極１５は例えばITO膜の如き透明電
極であり、素子ブロック１３の転写より前或いは素子ブ
ロック１３の転写の後で、表示装置基板１４上に成膜さ
れる。表示装置基板１４は、光透過性の材料によって構
成され、その上に形成される素子ブロック１３、画素電
極１５、図示しない配向膜や、液晶材料などを保持する
機能を有し、その機能を果たす材料であれば特に限定さ
れない。表示装置基板１４を構成する材料について例示
すれば、透明ガラス基板、透明プラスチック基板若しく
はシートなどを用いることも可能である。
【００２５】画素電極１５は表示装置基板１４上に全面
に形成されて、個々の電極ごとにパターニングされる。
画素電極１５の形状は略矩形状とされるが、接続すべき
薄膜トランジスタ素子１２に臨んだ角部が切り欠かれた
平面形状となっている。各素子ブロック１３には、水平
方向に延在されるストライプ状の配線層である水平信号
線１６と、垂直方向に延在されるストライプ状の配線層
である垂直信号線１７と接続され、且つ水平信号線１６
と垂直信号線１７とが交差する部分が各素子ブロック１
３の位置と一致している。これら水平信号線１６と垂直
信号線１７と、各素子ブロック１３内の薄膜トランジス
タ素子１２の接続は、図示を省略しているが、水平信号
線１６や垂直信号線１７の一部を延長したり、水平信号
線１６や垂直信号線１７の上面若しくは底面でコンタク
トを取ったり、接続用の短い配線層をさらに形成するこ
とで行われる。
【００２６】図４において、各素子ブロック１３の上に
水平信号線１６が形成され、その水平信号線１６の上に
垂直信号線１７が形成されているが、その順序は異なる
ような構造であっても良く、予め水平信号線１６及び垂
直信号線１７を形成した後で、各素子ブロック１３を転
写することも可能である。水平信号線１６及び垂直信号
線１７の構成材料は、特に限定されず、所要の金属配線
層や金属層と半導体層の組み合わせなどの構造であって
も良い。水平信号線１６や垂直信号線１７はそれぞれス
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トライプ状のパターンとされているが、水平信号線１６
は水平方向に延在される２本の信号線を有する構成とす
ることができ、垂直信号線１７は垂直方向に延在される
２本の信号線を有する構成とすることができる。
【００２７】それぞれ画素電極１５は上述のように略矩
形状のパターンとされているが、一対の水平信号線１６
や垂直信号線１７に囲まれた領域では、略田の字形に４
つの画素電極１５が配設されている。すなわち、一対の
水平信号線１６や垂直信号線１７に囲まれた領域内の４
つの画素電極１５の間には、信号線が通過することがな
く、その分だけ画素電極１５の領域を広くすることがで
きる。従来の典型的なアクティブマトリクス型では画素
電極１５の四辺の端部を信号線が通過することから、そ
の分だけ、画素電極として確保される領域が狭まり、開
口率の改善に対する問題点となっていた。しかし、本実
施形態の液晶表示装置の製造方法では、略矩形状の画素
電極１５の少なくとも一辺側で隣接する他の画素電極１
５との間に信号線となる配線層を介さないパターンに各
画素電極１５が形成されることから、画素電極１５の領
域を広くすることができ、液晶表示装置の開口率を上げ
ることができる。図４では、隣接する画素電極１５同士
の間隔はS1とされ、リソグラフィーのマージンに応じた
サイズであれば良いことがわかり、画素電極１５同士の
間には高低差がないことから、切断し易く配線層に対す
るマージンよりも狭く設定可能となる。
【００２８】以下、対向電極を設けた対向基板を取りつ
け、電極及び配向膜の間に液晶材料を注入することで、
液晶表示装置を製造することができる。上述の実施形態
によれば、４つの薄膜トランジスタ素子１２の組である
素子ブロック１３ごとに転写することで、個々の素子を
それぞれ転写する場合に比較して、その転写効率が高く
なり、また転写される単位のサイズも少なくとも４倍に
大きくなることから取扱いも容易となる。さらに、信号
線の共通化もできるため、その分だけ画素電極１５の領
域を広くすることができ、液晶表示装置の開口率を上げ
ることができる。
【００２９】図５乃至図７は素子ブロックの例を示す図
であり、図５は前述の実施形態と同じ４つの薄膜トラン
ジスタ素子２２を２行２列のパターンとなるように配列
した素子ブロック２３の例である。この例では水平方向
と垂直方向のそれぞれで配線やコンタクトの共通化を図
ることができる。図６は２つの薄膜トランジスタ素子２
４を垂直方向に並べた素子ブロック２５の例である。こ
の図６の例では、垂直方向での配線やコンタクトの共通
化が可能となる。図７は六角形のパターンを有する素子
ブロック２７に６つの薄膜トランジスタ素子２６を配列
した構造を有する。この素子ブロック２７の構造におい
ても配線やコンタクトの共通化を図ることができる。
【００３０】図８は本実施形態の製造方法の転写の際に
用いることが可能な把持手段を示した図であり、治具３
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３の一端側には真空チャッキングを行うように構成され
ており、治具３３の中央には把持した際の中空部３５の
気圧を下げるためのガス抜き穴３４が形成されている。
このような治具３３を複数個の薄膜トランジスタ素子３
１を下地部３０上に有する素子ブロックに対して対向さ
せ、ガス抜き穴３４から気体を排出しながら真空吸着を
行うことで、下地部３０から上の薄膜トランジスタ素子
３１を素子ブロック単位で把持することが可能となる。
【００３１】このような機械的な把持手段を用いて、本
実施形態の製造方法における転写工程をすすめることが
でき、特に複数個の薄膜トランジスタ素子３１を同時に
把持するため、その把持するサイズが大きくなり、素子
の取扱いが容易となる。
【００３２】なお、上述の実施形態においては、転写さ
れる画像制御素子を薄膜トランジスタ素子として説明し
たが、これに限定されず、薄膜ダイオード素子やその他
の薄膜半導体デバイスなどであっても良い。また、素子
ブロックの構成には配線層の一部を含ませる構成やコン
タクト層、コンタクトメタル層などを有する構造とする
こともできる。さらに、前述の実施形態では転写される
素子を画像制御素子として説明したが、本発明の表示装
置及びその製造方法においては、素子は発光素子、画素
制御素子、光電変換素子、圧電素子、薄膜トランジスタ
素子、薄膜ダイオード素子、抵抗素子、スイッチング素
子、微小磁気素子、微小光学素子から選ばれた素子若し
くはその部分とすることができる。
【００３３】
【発明の効果】上述の表示装置及び表示装置の製造方法
によれば、複数個の薄膜トランジスタ素子の如きの素子
の組ごとに転写することで、個々の素子をそれぞれ転写
する場合に比較して、その転写効率が高くなり、また転
写される単位のサイズも複数個の分だけ拡大することか
ら取扱いも容易となる。さらに、信号線の共通化もでき
るため、その分だけ例えば画素電極の領域を広くするこ
とができ、液晶表示装置の開口率を上げることができ *
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*る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の表示装置の製造方法の実施形態の一例
における薄膜トランジスタ素子を密に配列した状態を示
す平面図である。
【図２】本発明の表示装置の製造方法の実施形態の一例
における素子ブロックごとの剥離工程を示す平面図であ
る。
【図３】本発明の表示装置の製造方法の実施形態の一例
における素子ブロックごとの転写後のレイアウトを示す
平面図である。
【図４】本発明の表示装置の製造方法の実施形態の一例
における画素電極や信号線を含めた構造を示す平面図で
ある。
【図５】本発明の表示装置の製造方法の実施形態におけ
る素子ブロックの一例を示す模式平面図である。
【図６】本発明の表示装置の製造方法の実施形態におけ
る素子ブロックの他の一例を示す模式平面図であり、素
子ブロックが２つの薄膜トランジスタ素子を垂直方向に
並べたパターンを有する例である。
【図７】本発明の表示装置の製造方法の実施形態におけ
る素子ブロックのさらに他の一例を示す模式平面図であ
り、素子ブロックが略六角形のパターンを有する例であ
る。
【図８】本発明の表示装置の製造方法の実施形態におけ
る治具の例を示す断面図である。
【符号の説明】
１１  素子形成用基板
１２  薄膜トランジスタ素子
１３  素子ブロック
１４  表示装置基板
１５  画素電極
１６  水平信号線
１７  垂直信号線

【図２】 【図３】
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